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その後、同年７月に、初等中等教育に焦点を当てた「第１フェーズ行動計画」（平成17（2005）年～平成19

（2007）年）としての行動計画改訂案の採択等を内容とする決議が採択されました。なお、平成 19（2007）

年９月の第６回国連人権理事会で「第１フェーズ行動計画」の２年間の期間延長が決議されました。

平成22（2010）年 10月には、高等教育における人権教育及び教育者、公務員、法執行者、軍隊への人権研

修に焦点を当てた「第２フェーズ行動計画」（平成 22（2010）年～平成26（2014）年）が、第 15回国連人権

理事会において採択され、平成26年（2014）年９月には、これまでのフェーズの実施を強化し、メディア専

門家及びジャーナリストへの人権研修を促進するための「第３フェーズ行動計画」（平成 27（2015）年～平成

31（2019）年）が第27回国連人権理事会において採択されました。

平成27年（2015）年９月には、国連総会が、2030 年までの国際目標であり、すべての人々の人権が尊重さ

れる世界など目指す「持続可能な開発目標（SDGｓ）」※４を採択しました。我が国においても、「持続可能な

開発目標実施指針」を策定し、具体的な取り組みを進めています。

国においては、国連で採択された国際人権規約をはじめ、人権に関する条約を締結するなど、国際社会の一

員としての取組が進められてきました。

人権尊重の国際的な潮流を受けて、平成８（1996）年に「人権擁護施策推進法」※５が制定されるなど、人権

に関する国内法の整備などが行われる一方、平成９（1997）年７月には、憲法で定める基本的人権の尊重の原

則や「人権教育のための国連 10年」などの趣旨に基づき、我が国において人権という普遍的文化を構築する

ため、あらゆる場を通じて訓練・研修、広報、情報提供を積極的に行うことを目的とする「人権教育のための

国連10年」に関する国内行動計画※６が策定されました。

※４「持続可能な開発目標 SDGs（［エス・ディー・ジーズ］Sustainable Development Goals ）」：平成27（2015）年９月の国連総会で採択さ

れた「持続可能な開発のための2030 アジェンダ」※Ｂに記載されている、2016 年から2030 年までの17の目標と169のターゲットで構成さ

れた国際目標です。17の目標には、「あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる」や「ジェンダー※Ｃ平等を達成し、あらゆる女性及

び女児の能力強化を行う」などがあります。

※B「持続可能な開発のための2030 アジェンダ」：人間、地球及び繁栄のための行動計画であり、「人権、人の尊厳、法の支配、正義、平等

及び差別のないことに対して普遍的な尊重がなされる世界」を目指すべき世界像の一つとしています。

また、国際社会は、世界人権宣言や人権に関する国際文書、国際法の重要性を確認し、全ての人の人権と基本的な自由の尊重、保護及び促

進責任を有することを強調しています。

※C「ジェンダー gender」：「社会的・文化的に形成された性別」のこと。人間には生まれついての生物学的性別があります。一方、社会通

念や慣習の中には、社会によって作り上げられた「男性像」、「女性像」があり、このような男性、女性の別を「社会的・文化的に形成され

た性別」といいます。

※５「人権擁護施策推進法」：平成８（1996）年 12月 26日公布・平成９（1997）年３月 25日施行。この法律では、目的について第１条で「こ

の法律は、人権の尊重の緊急性に関する認識の高まり、社会的身分、門地、人種、信条又は性別による不当な差別の発生等の人権侵害の現

状その他人権の擁護に関する内外の情勢にかんがみ、人権の擁護に関する施策の推進について、国の責務を明らかにするとともに、必要な

体制を整備し、もって人権の擁護に資することを目的とする。」と示しています。

なお、この法律は、時限法であり、平成14（2002）年３月 25日をもって失効しています。

※６「人権教育のための国連10年」に関する国内行動計画：平成７（1995）年 12 月 15日 人権教育のための国連10 年推進本部設置(本部長:

内閣総理大臣)。 平成９（1997）年７月４日 「人権教育のための国連10年」に関する国内行動計画を公表。この行動計画では、学校教育

や社会教育をはじめ、企業や特定の職業に従事する者に対する人権教育を強化するとともに、「女性」「子ども」「高齢者」「障害者」「同和問

題」「アイヌの人々」「外国人」「ＨＩＶ感染者等」「刑を終えて出所した人｣などを重要課題としています。

２ 国内の動向
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